
　
犬
の
飼
い
主
は
、
狂
犬
病
予
防
法

に
よ
り
、
犬
を
登
録
し
、
毎
年
１
回

狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
規
定
に
違
反

す
る
と
、
20
万
円
以
下
の
罰
金
に
問

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今

年
度
、
予
防
注
射
を
実
施
し
て
い
な

い
飼
い
主
は
、
早
急
に
実
施
す
る
よ

う
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。�

　
な
お
、
飼
い
犬
の
登
録
を
さ
れ
て

い
な
い
方
、
死
亡
等
に
よ
り
現
在
飼

わ
れ
て
い
な
い
方
は
、
健
康
福
祉
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。�

◎
予
防
注
射
の
実
施
方
法�

　
最
寄
り
の
獣
医
師
等
で
狂
犬
病
予

防
注
射
を
受
け
た
後
、
町
健
康
福
祉

課
に
て
注
射
証
明
書
を
提
示
し
、
注

射
済
票
の
交
付
を
受
け
て
下
さ
い
。

◎
料
金�

予
防
注
射
料
　
３，

１
０
０
円�

（
内
訳
　
予
防
注
射
料
２，

５
５
０

円
、
予
防
注
射
済
票
交
付
手
数
料
５

５
０
円
）
※
獣
医
師
に
よ
り
注
射
料

金
は
若
干
変
わ
り
ま
す
。�

登
録
料
３，

０
０
０
円
（
新
規
の
犬

の
み
）�

◎
問
い
合
わ
せ
先�

　
町
健
康
福
祉
課
　
　
62
―
２
１
１
５�

　
須
賀
川
税
務
署
で
は
、
農
業
所
得

者
の
方
を
対
象
に
平
成
18
年
分
の
青

色
申
告
決
算
説
明
会
を
次
に
よ
り
開

催
し
ま
す
。�

　
参
加
さ
れ
る
方
は
、
税
務
署
か
ら

送
付
さ
れ
た
決
算
書
類
等
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。�

◎
日
時
　
12
月
14
日
（
木
）�

　
　
　
　
午
前
９
時
30
分
か
ら�

◎
場
所
　
須
賀
川
市
産
業
会
館�

　
　
　
　
（
牡
丹
園
西
側
）�

◎
問
い
合
わ
せ
先�

　
須
賀
川
税
務
署
　
　
75
―
２
２
０
５�

◇
受
給
資
格
者�

　
身
体
又
は
精
神
に
中
度
又
は
重

度
の
障
害
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児

童
を
監
護
・
養
育
し
て
い
る
人
。
た

だ
し
、
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど

に
入
所
し
て
い
る
場
合
や
、
児
童
が

障
害
を
理
由
に
公
的
年
金
を
受
給
し

て
い
る
場
合
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。�

�

◇
支
給
制
限�

　
受
給
者
と
そ
の
生
計
を
同
じ
く

す
る
扶
養
義
務
者
な
ど
の
所
得
が
、

一
定
額
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の

年
度
（
８
月
か
ら
翌
年
の
７
月
ま

で
）
は
、
手
当
て
の
支
給
が
停
止

と
な
り
ま
す
。�

◎
問
い
合
わ
せ
先�

　
町
健
康
福
祉
課�

　
　
　
　
　
　
62
―
２
１
１
５�

　
町
で
は
、
平
成
19
年
の
新
春

を
飾
る
年
賀
交
歓
会
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
の
で
、
町
民

み
な
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。�

日
時
　
平
成
19
年
１
月
４
日（
木
）

　
　
　
午
後
４
時
か
ら�

場
所
　
鏡
石
舘�

会
費
　
２，

０
０
０
円�

参
加
申
込
期
限
　
12
月
22
日（
金
）�

申
込
先
　
町
総
務
課�

　
　
　
　
　
　
62
―
２
１
１
１�

　
平
成
18
年
度
税
制
改
革
に
よ
り

公
的
年
金
に
係
る
源
泉
徴
収
税
率

の
引
き
下
げ
を
行
う
所
得
税
法
の

改
正
が
あ
り
ま
し
た
。�

　
老
齢
年
金
に
は
所
得
税
が
課
税

さ
れ
ま
す
。
老
齢
年
金
を
受
給
し

て
い
る
人
は
毎
年
、
扶
養
親
族
等

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
方
へ
、

毎
年
11
月
上
旬
に
社
会
保
険
事
務

所
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。�

　
所
得
税
の
課
税
対
象
者
は
、
65

歳
未
満
で
老
齢
年
金
の
年
金
額
が

１
０
８
万
円
以
上
の
方
、
65
歳
以

上
で
１
５
８
万
円
以
上
の
方
で
す
。�

　
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し

な
い
方
は
税
率
が
高
く
な
り
ま
す
。

早
め
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。�

◎
お
問
い
合
わ
せ
先�

　
町
税
務
町
民
課�

　
　
　
　
　
　
62
―
２
１
１
２�

�

　
12
月
29
日
（
金
）
の
「
燃
え
る
ご

み
」
の
収
集
が
、
今
年
最
後
の
ご
み

収
集
と
な
り
ま
す
。�

　
通
常
通
り
、
全
地
区
の
ご
み
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
を
収
集
し
ま
す
の
で
、
通

常
の
時
間
（
午
前
６
時
〜
午
前
８
時

ま
で
の
間
）
を
守
っ
て
出
し
て
く
だ

さ
い
。�

　
な
お
、
12
月
30
日
（
土
）
か
ら
翌

年
１
月
３
日
（
水
）
ま
で
の
年
末
年

始
は
、
ご
み
処
理
場
が
休
み
と
な
る

た
め
、
ご
み
の
収
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
ご
み
を

絶
対
に
出
さ
ず
に
各
家
庭
で
一
時
保

管
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。�

　
詳
し
く
は
、
ご
み
分
別
収
集
カ
レ

ン
ダ
ー
を
ご
覧
下
さ
い
。�

　
し
尿
く
み
取
り
は
、
年
内
の
申
し

込
み
受
付
が
、
12
月
20
日
（
水
）
ま

で
と
な
り
ま
す
。�

　
お
早
め
に
業
者
へ
申
し
込
み
下
さ

い
。�

◎
問
い
合
わ
せ
先�

　
町
健
康
福
祉
課�

　
　
　
　
　
　
62
―
２
１
１
５�

�

　町では、次のとおり献血を実施い
たします。町民の皆さんの温かいご
協力をお願いします。�
◎日時　１２月１４日（木）�
　午前９時３０分～午後４時３０分�
◎場所　勤労青少年ホーム�
◎献血の種類　２００ml、４００ml
　※成分献血は実施しません。�
◎献血できる方�
　採血基準表のとおりですが、過去
に輸血を受けたことのある方は献血
できません。�
　また、６５歳以上の方については、
過去５年間に献血経験のある方に限
られます。�
◎問い合わせ先�
　町健康福祉課　　62－2115

　
児
童
扶
養
手
当
は
、
父
と
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
て
ら

れ
て
い
る
家
庭
の
安
定
と
自
立
を
助

け
る
た
め
に
、
児
童
の
母
や
母
に
か

わ
っ
て
そ
の
養
育
し
て
い
る
人
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
父
と
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
て
も
、
父
の
心
身
に
一
定
の

障
害
が
あ
る
場
合
に
は
支
給
さ
れ
ま

す
。�

�

◇
受
給
資
格
者�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
18
歳
に

な
る
年
度
末
ま
で
の
児
童
を
監
護
し

て
い
る
母
又
は
母
に
か
わ
っ
て
養
育

し
て
い
る
人
。�

　
父
母
の
離
婚
に
よ
り
、
父
と
生�

　
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童�

　
父
が
死
亡
し
た
児
童�

　
父
が
一
定
の
障
害
に
あ
る
児
童�

　
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児�

　
童�

　
父
が
引
き
続
き
一
年
以
上
遺
棄�

し
て
い
る
児
童�

　
父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
一�

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童�

　
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま�

れ
た
児
童�

　
孤
児
な
ど
で
、
父
母
が
い
る
か�

否
か
不
明
な
児
童�

�

◇
支
給
制
限�

　
受
給
資
格
者
と
、
そ
の
生
計
を
同

じ
く
す
る
扶
養
義
務
者
な
ど
の
所
得

に
よ
り
、
手
当
の
全
部
、
ま
た
は
一

部
が
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。�

　
ま
た
、
公
的
年
金
等
を
受
給
で
き

る
人
は
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。�

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
・
し
尿
�

く
み
取
り
の
お
知
ら
せ
�

犬
の
飼
い
主
の
方
へ
�

平
成
　
年
年
賀
交
歓
会
�

農
業
所
得
者
の
青
色
申
告
�

決
算
説
明
会
の
開
催
�

児
童
扶
養
手
当
制
度
に
つ
い
て
�

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
�

源
泉
徴
収
税
率
が
変
わ
り
ま
し
た
�

献血のお知らせ�
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